
 

６ 適用法規別の状況  

  適用法規別の状況をみると、「労働組合法」適用組合が 3,897 組合（前年比 57 組合・1.4％減）、67 万 6,675 人

（同 4,550人・0.7％増）となった。 

  また、構成比では、「労働組合法」適用組合が、組合数では全体の 91.9％（前年 92.0％）を、組合員数では全

体の 91.6％（前年 91.1%）を占めている。 
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７ 組合員規模別の状況  

  組合員規模別の状況をみると、組合数では、「29人以下」が最も多く、1,679 組合（前年比 50組合・2.9％減）

となった。また、構成比では、全体の 39.6％（前年 40.2％）を占めている。 

組合員数では、「300～999人」が最も多く、23万 8,701 人（同 726人・0.3％減）となった。構成比では、全体

の 32.3％（前年 32.4％）を占めている。 
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